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第 1 章 環境影響評価方法書の公告及び縦覧 

 

1. 環境影響評価方法書の公告及び縦覧 

「環境影響評価法」第 7 条の規定に基づき、当社は環境の保全の見地からの意見を求めるため、

環境影響評価方法書（以下「方法書」という。）を作成した旨及びその他事項を公告し、方法書及び

その要約書を公告の日から起算して約 1 ヶ月間縦覧に供した。 

 

(1) 公告の日 

令和 6 年 12月 27 日（金） 

 

(2) 公告の方法 

① 日刊新聞紙による公告 ［別紙 1］参照 

下記日刊紙に「公告」を掲載した。 

・令和 6 年 12 月 27 日（金）付 東奥日報、陸奥新報 

※令和 7 年 1 月 20 日（月）、21 日（火）、22 日（水）及び 23日（木）に 

開催する説明会についての公告を含む 

 

② 地方公共団体の広報誌によるお知らせ ［別紙 2］参照 

下記広報誌に「お知らせ」を掲載した。 

・広報あじがさわ 2025年 1 月 No.644 

 

③ インターネットによるお知らせ 

下記のウェブサイトに「お知らせ」を掲載した。 

・青森県のウェブサイト［別紙 3-1］参照 

・青森県つがる市のウェブサイト［別紙 3-2］参照 

・青森県深浦町のウェブサイト［別紙 3-3］参照 

・株式会社 グリーンパワーインベストメント ウェブサイト［別紙 3-4］参照 

 

(3) 縦覧場所 

関係自治体庁舎の計 5 箇所において縦覧を行った。また、インターネットの利用により縦覧

を行った。 

① 関係自治体庁舎での縦覧 

・つがる市役所 本庁舎地域創生課（青森県つがる市木造若緑 61-1） 

・つがる市役所 車力出張所（青森県つがる市豊富町屏風山 1-372） 

・鰺ヶ沢町役場 企画観光課（青森県西津軽郡鰺ヶ沢町大字舞戸町字鳴戸 321） 

・深浦町役場 総合戦略課（青森県西津軽郡深浦町大字深浦字苗代沢 84-2） 

・深浦町役場 大戸瀬支所（青森県西津軽郡深浦町大字関字栃沢 99-1） 
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② インターネットの利用による縦覧 

・株式会社 グリーンパワーインベストメント ホームページ 

https://greenpower.co.jp/2024/12/27/information-nishitsugaruyojo-hohosyo/ 

 

(4) 縦覧期間 

・縦覧期間：令和 6 年 12 月 27 日（金）から令和 7 年 2 月 7 日（金）まで 

（土・日曜日、祝日を除く開庁日） 

・縦覧時間：各庁舎の開庁時間内 

なお、インターネットの利用による縦覧については、上記の期間、終日アクセス可能な状態

とした。 

 

(5) 意見書箱への投函者数及び縦覧者数 

意見書箱への投函者数は 0 名、縦覧した方にチェックいただくリストに印のあったのは 1 名

であった。 

（内訳）つがる市役所 本庁舎地域創生課      0 名 

つがる市役所 車力出張所         0名 

鰺ヶ沢町役場 企画観光課         0名 

深浦町役場 総合戦略課          0名 

深浦町役場 大戸瀬支所          0名（縦覧チェック 1 名） 

 

2. 環境影響評価方法書についての説明会の開催 

「環境影響評価法」第 7 条の 2 の規定に基づき、方法書の記載事項を周知するための説明会を開

催した。 

 

(1) 公告の日及び公告方法 

説明会の開催公告は、環境影響評価方法書の縦覧等に関する公告と同時に行った。 

［別紙 1］、［別紙 2］、［別紙 3-1］、［別紙 3-2］、［別紙 3-3］、［別紙 3-4］参照 

 

(2) 開催日時、開催場所及び来場者数 

説明会の開催日時、開催場所及び来場者数は以下のとおりである。 

① 令和 7 年 1月 20 日（月）18:00～19:00 

・開催場所：出来島コミュニティ消防センター（つがる市木造出来島雉子森 25） 

・来場者数：2 名 

 

② 令和 7 年 1月 21 日（火）18:00～19:00 

・開催場所：牛潟公民館（つがる市牛潟町鷲野沢 29-789） 

・来場者数：6 名 

 

③ 令和 7 年 1月 22 日（水）18:00～19:00 

・開催場所：鰺ヶ沢町中央公民館（鰺ケ沢町大字本町 209-2） 

https://greenpower.co.jp/2024/12/27/information-nishitsugaruyojo-hohosyo/
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・来場者数：7 名 

 

④ 令和 7 年 1月 23 日（木）18:00～19:00 

・開催場所：深浦町役場農村環境改善センター（深浦町北金ヶ沢塩見形 406-1） 

・来場者数：6 名 

 

3. 環境影響評価方法書についての意見の把握 

「環境影響評価法」第 8 条の規定に基づき、環境の保全の見地から意見を有する者の意見の提出

を受け付けた。 

 

(1) 意見書の提出期間 

令和 6 年 12月 27 日（金）から令和 7 年 2 月 21日（金）まで 

（郵送の受付は当日消印まで有効とした。） 

 

(2) 意見書の提出方法 

環境保全の見地からの意見について、以下の方法により受け付けた 

① 縦覧場所及び説明会会場に設置した意見書箱への投函 ［別紙 4］参照 

② 株式会社 グリーンパワーインベストメントへの郵送による書面の提出 

 

(3) 意見書の提出状況 

提出された意見書の総数は 3 通、意見の件数は 8 件であった。 
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第 2 章 環境影響評価方法書の環境保全の見地からの提出意見の概要と当社の見解 

 

「環境影響評価法」第 8 条の規定に基づく環境影響評価方法書について、環境の保全の見地から

提出された意見は 8 件であった。方法書についての意見の概要並びにこれに対する当社の見解は、

次のとおりである。 

 

環境影響評価方法書について提出された意見の概要と当社の見解（1） 

 
 長崎県長崎市 A 氏 

 

環境影響評価方法書について提出された意見の概要と当社の見解（2） 

 
 千葉県御宿町 B 氏 

No. 一般（住民等）の意見の概要 当社の見解 

1 ①方法書 307ページ表 6.1-5、308ページ表 6.1-6に関して、

騒音（施設の稼働）は、対象事業実施区域の周辺に住宅等

が存在することから選定する、とされているが、騒音（建

設機械の稼働）は、住宅等から 2.5km の離隔が確保されて

いて、影響はほとんどない、とされている。騒音について、

選定する、しない理由が矛盾していませんか。音の大きさ

（発生源）からすれば、風力発電機の音より、建設中の音

の方が大きくないですか。 

 騒音（建設機械の稼働）の予測評価については、

工事計画や審査の状況を踏まえて、適切に対応し

ます。 

2 ②風力発電機の基礎方式はモノパイルということですが、

洗堀防止用の砕石等が相当な量、使用されると思います。

砕石等は、どこから入手されますか。 

工事中の仮置き場所は、どこですか。 

仮置き場までは、陸上輸送されると思いますが、どのルー

トを使われますか。また一日の運搬車両の量は何台ですか。 

もし、工事用車両の量が多ければ、工事用資材等の搬出入

に係る窒素酸化物、粉じん、騒音、振動を選定すべきでは

ないでしょうか。 

 洗堀防止用の砕石等の入手場所、仮置きの場

所、輸送手段そのルートについては現在検討中で

すが、運搬期間等を含め、運搬に伴う影響を考慮

した計画を検討します。検討した計画において、

影響が大きいと判断された場合、調査の実施や、

予測・評価を行うこととします。 

3 ③方法書のインターネット公表について、掲載のページは

操作がしづらく、見づらい。ebook5 を利用した公表は見直

してほしい。 

 今回使用した方法以外の公表手段について検

討します。 

No. 一般（住民等）の意見の概要 当社の見解 

4 ①P14 (3),(5)基礎部分は 20m 掘削、2m 深さに海底ケーブ

ルを設置で残土の処理が記載されていません、将来の現況復

帰工事時でもそうですが、海洋においても環境保護のため対

策が必要ではありませんか。 

 風車建設予定地は砂地のため、基本的には残土

は発生しない想定ですが、処理が必要な残土が生

じた場合は法令等に基づき適切に処理します。 

5 ②P26 施設の稼働後の水質の変化、植物が入っていません。

広域の改変があり海流が変わりますので滞留が起こり海藻

や魚類に対する影響を確認し対応する必要があります。魚類

に対する騒音の影響も魚類により異なりますので調査と対

策が必要です。 

 施設の稼働は、具体的にはブレードの回転に伴

う影響を想定しています。これらは、水質や海中

の植物に直接的な影響は及ぼさないと考えます。 

 海流の変化についての予測評価は、審査の状況

を踏まえて適切に対応します。 

また、海藻に対する影響の検討については、調

査結果を踏まえて適切に対応します。 

魚類に対する施設の稼働による影響について、

準備書において予測評価を行うこととしていま

す。 

6 ③P86 コウモリの生息に限らず相当の鳥類の渡りの地域で

す。鳥類保護区でもあります。ブレードの先は時速 200km

 バードストライクについて、準備書にて予測評

価を実施してまいります。また、調査や予測・評



－5－ 

 

 

環境影響評価方法書について提出された意見の概要と当社の見解（3） 

 
福島県福島市 C 氏 

 

No. 一般（住民等）の意見の概要 当社の見解 

を超えどういった素材にせよ凶器になります。 

バードストライクは必ず起こります。 

羽は分解せず海の深刻な海洋汚染の原因になります。 

調査するので軽減しますではなく具体的な対策を必ずして

ください。 

価結果及び専門家からのご助言も踏まえ、適切な

対策を講じてまいります。 

7 ④将来の現況復帰の対応が記載されていませんが、福島では

3 基の撤去費用 50 億の実績がありますし、環境省の指針に

おいてもその費用の自治体への積立が勧められています。こ

の地域は全域鳥獣保護区であり自然豊かな地域です。その復

帰費用と環境保全のための工事概要を提示して本来の自然

の再生方法を提示してください。 

公募段階において海洋に設置した設備の撤去

費用は、青森県沖日本海（南側）における公募占

用指針に基づいて、確保するための措置を講じる

予定としています。 

海洋に設置した設備は、認定された占用期間内

で撤去を実施する計画としています。 

No. 一般（住民等）の意見の概要 当社の見解 

8 景観の悪化による住環境破壊の恐れがあることから、本計画

の撤回を求めます。 

 

■身の回りの景観 

 

つがる市、鰺ヶ沢町の日本海沿岸に住む方々にとって、日本

海の大海原と邪魔するもののない水平線は、何物にも代え難

い景観資源ではないでしょうか。真っ直ぐな水平線に沈む夕

日を今後は見れなくなる、こんな大きな損失は、穴埋めのし

ようがないのではありませんか。 

 

欧米に倣って離岸距離を 22.2km以上取るべきす 1)。 

 

同論文から引用します。「日本国内の一般海域の洋上風車の

事業では、水深、風況、区画・定置漁業権区域、底引き網禁

止ラインの陸側、漁礁・藻場、自然公園周囲、船舶航行分布

域の条件の下で、政府が「促進区域」を定める。しかし、景

観と生態系は条件に入っていない」。アンダーラインは私が

引きました。 

 

1)「洋上風力発電施設の景観に関わる「海洋計画」と離岸距

離に関する国際比較-洋上景観保護のための風車ゾーニング

と最小離岸距離に関する調査-」宮脇勝、公益社団法人日本

都市計画学会都市計画論文集 Vol.57 No.3,2022年 10月 

 

以上 

 本事業は水深等を考慮し国が設定した促進区

域内で実施する事業ではありますが、その区域内

において、実行可能な範囲で沿岸部からの離岸距

離を確保する計画とすることで、眺望景観に配慮

するよう努めております。 



－6－ 

 

［別紙 1］ 

①日刊新聞紙における公告 

令和 6 年 12月 27 日（金）付 東奥日報、陸奥新報 
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［別紙 2］ 

②地方公共団体の広報誌によるお知らせ 

広報あじがさわ 2025年 1 月 No.644 
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［別紙 3-1］ 

○インターネットによる「お知らせ」 

（青森県のウェブサイト） 
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［別紙 3-2］ 

（つがる市のウェブサイト） 
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［別紙 3-3］ 

（深浦町のウェブサイト） 
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［別紙 3-4］ 

（株式会社グリーンパワーインベストメント ウェブサイト） 
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［別紙 4］ 

○ご意見記入用紙 
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